
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

条例の概要・イメージ 
 



 



 循環型地域社会の形成に向けた条例等の体系 
 
 
 
  
 
          総則（§１～６） 

     産業廃棄物の自県（圏）内処理の原則 
     産業廃棄物の自県（圏）内処理の原則（§７） 
     県外産業廃棄物の搬入事前協議義務（§８） 
    産業廃棄物の県外搬出（§９） 
     再生利用の促進（§10～12） 

再生資源利用認定製品 
     優良な産業廃棄物処理業者の育成（§14～18） 

      産業廃棄物処理業者育成センター（格付け、保証金） 
許可取消し等の基準（§19） 
廃棄物等の適正処理の促進 

   廃棄物等の適正保管等（§20） 
建設資材廃棄物の適正処理（§21） 

原状回復の確保等 
   排出事業者の責務等（§22） 
   不適正処理関与者の責務等（§23） 

適正な廃棄物処理施設等の設置等 
   廃棄物処理施設等の設置等事前協議（§24～28） 
   構造及び維持管理基準（§29、30） 

雑則（§31～33） 
罰則（§34,35） 

  
 
 
 
        趣旨（§１） 

県外産業廃棄物の搬入事前協議（§２～４） 
        環境保全協力金の契約（§５） 
        立入検査等（§６、７） 
        過料等（§８，９） 

   
 
 
 

        課税方式 
税額 

       税収の使途 

ねらい：循環型地域社会の形成への制度的基盤づくり  

循環型地域社会の形成に関する条例 

 位置づけ：総合的産業廃棄物対策の基本姿勢と具体的制度 

県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例 

 位置づけ：産業廃棄物の自県（圏）内処理原則の推進ための具体的制度

岩手県産業廃棄物税条例 

 位置づけ：経済的手法による産業廃棄物の減量化・リサイクル推進のた

めの具体的制度 
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◇条例と関係法令等の関係について 

項 目 現 行 法 令 の 内 容 新条例における「横だし」等 他 都 道 府 県 と の 比 較 
総合条例   

多様な施策を網羅した総合条例としては全国初 

再生資源利用認

定製品認定制度 
（第 3 章〔第 10
条～12条〕） 

【エコマーク】 
①68類型（省エネ製品を含） 
②国内販売商品 

（参考）【グリーン購入法】 
①150品目（省エネ製品を含） 
②流通地域は特に限定なし  

 
①品目を限定していないこと 
②岩手県内で「再生製造」され

たものに限定 
③エコマークとグリーン購入の

中間程度の基準を想定 

○条例根拠としては岐阜

県、三重県に次ぎ全国３

番目 

産業廃棄物処理

業者育成センタ

ー（第 4 章〔第

13条～18条〕） 

なし 
全く新たな制度 条例根拠であり、研修以外の事業とし

ては全国初 

（産業廃棄物処

理業者の格付け）

（第 14 条 1 項 1
号） 

なし 
（類似例）債券格付け、保険

料率算定 

全く新たな制度 （認定（格付け）は全国初） 

（産業廃棄物処

理業者の保証金

制度）（第14条1
項2号） 

なし 
（類似例）採石業：環境整備

に係わる債務保証規約 

全く新たな制度 （保証金制度としては全国初） 

廃棄物等の適正

保管（第20条） 
【廃棄物処理法】（第 12 条、

第12条の2） 
①廃棄物が対象（廃棄物以外

は指導監督が困難）であり、

一般廃棄物は原則として市

町村対応 
②掘削等の調査命令の根拠が

不明確 

 
①有価物偽装、一廃・産廃区分による時

間ロス等を回避するため一定の有価物

も含む『廃棄物「等」』を指導監督の対

象としたこと 
②「廃棄物等」による環境汚染の蓋然性

が高い場合には調査命令ほか措置命令

が可能となること【違反時には過料】 

有価物偽装対策と

しては全国初 

循

環

型

地

域

社

会

の

形

成

に

関

す

る

条

例 

建設資材廃棄物

の適正処理（第

21条） 

【建設リサイクル法】（第 9
条、第10条） 
①解体工事等の分別解体につ

いてのみ、知事への事前届

出を要する（特定限定行政

庁に委任可） 
②上記届出は発注者に義務付

け 

 
①分別以降の再資源化、処理等について

も知事への事前届出を要する【違反時

には命令・過料】 
②上記届出は受注者等（建設会社等）に

義務付け【違反時には命令・過料】 

全国初 

 

 行政処分の基準

（第19条） 
【廃棄物処理法】 
国の運用通知で対応 
 

 
①行政手続法に従った処分基準として整

理したこと 
②事業停止処分の頻度による許可取消し

が可能 

条例根拠としては

全国初 
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項 目 現 行 法 令 の 内 容 新条例における「横だし」等 他都道府県との比較 

排出事業者等の

責務等（第22条） 
【廃棄物処理法】（第 12 条 5
項、第12条の2第5項） 
注意義務（内容は不明確）を

尽くしていない排出事業者に

対し責任追及可能 

 
排出事業者が果たすべき注意義務の

一つとして委託処分状況の実地確認

の義務付け（ただし免責要件ではな

い） 

条例根拠としては三重

県に次ぎ全国２番目 

不適正処理関与

者の責務等（第

23条） 

【廃棄物処理法】 
原因者以外には排出事業者及

び原因者に不適正処理を要求

した者等にのみ責任追及可能 

 
①不適正処理についての情報提供及び適正措置の

義務付け（報告者の保護） 
②①により情報提供等を行った従業員に対する不

利益な取扱いの禁止 
③幇助等ではなくとも悪意の収集運搬業者も責任

追及（措置命令）の対象者としたこと【違反時に

は過料】 

全国初 

廃棄物処理施設

設置等の事前協

議（第24条） 

【廃棄物処理法】 
①種類、規模で一定の要件を

満たす廃棄物処理施設設置

等には許可必要（法第 8
条・施行令第5条、法第15
条1項・施行令第7条） 

②焼却施設及び最終処分場に

ついてのみ許可申請書類の

縦覧と市町村意見の聴取

（法第 8 条 4 項－5 項・施

行令第5条の2、法第15条

4項－5項・施行令第7条の

2） 

 
①全ての廃棄物処理施設設置

等には事前協議を義務付け

【違反時には勧告・公表】 
②事前協議対象である全ての

施設について設置場所周辺

住民への説明の義務付け

【違反時には勧告・公表】 

条例根拠としては兵庫県に次

ぎ全国２番目 
 

廃棄物処理施設

等の技術基準 
（第29条、第30
条） 

【廃棄物処理法】（第 8 条の

2・第8条の3、第15条の2・
第15条の2の2） 
許可対象の廃棄物処理施設に

構造及び維持管理基準が適用 

 
事前協議対象である全ての廃

棄物処理施設等に構造及び維

持管理基準が適用【違反時に

は過料】 

条例根拠としては岐阜県、鳥

取県に次ぎ全国３番目 
 

事故防止等措置 
（第 30 条第 3
項） 

【廃棄物処理法】（第 21 条の

２） 
政令規定施設における生活環

境の保全上の支障（のおそれ）

が生じる事故発生時の応急措

置等の状況に係る報告規定 
【国の通知】 
 廃棄物処理施設事故対応マ

ニュアル作成指針 

 
 法8条第1項・第15条第1
項に規定する施設の設置者に

よる事故防止等措置を講ずる

ことの義務付け。【違反時には

勧告・公表】 

※全国初かどうか不明 

循

環

型

地

域

社

会

の

形

成

に

関

す

る

条

例 

施設の運営状況

説明の実施 
（第 30 条第 5
項） 

  法政令第 7 条の２に規定す

る施設の設置者による施設の

運営状況説明の実施の義務付

け。【違反時には勧告・公表】 
・説明対象：周辺居住者等 
・説明回数：年1回以上 

※全国初かどうか不明 
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県外産業廃棄物

の搬入事前協議 
なし 法律上にはない制度（従来は

指導要綱で実施） 
○条例根拠としては岐阜県、

三重県、香川県に次ぎ全国

４番目 

○３県統一条例は全国初 

○条例によるリサイクル目的

のみの搬入承認は香川県に

次ぎ全国２番目 

県

外

搬

入

事

前

協

議

条

例 
（環境保全協力

金）（第5条） 
なし 

全く新たな制度 （環境保全協力金は全国初） 

共

通 
罰則等（循環型地

域社会形成条例

第 34 条、県外搬

入事前協議条例

第8条） 

【廃棄物処理法】（第5章〔第

25条～33条〕）、【建設リサイ

クル法】（第7章〔第48条～

53条〕） 
懲役及び罰金 

 
 
過料（勧告違反時は公表） 

 

 

◇「上乗せ」「横出し」とは 

 
地方公共団体の条例においては、法令と同一の目的による規制について、地域の実情を踏まえつつ、国の法令が定

める規制基準よりも厳しい基準を設定している場合がある。このような規制態様は、いわば「法令の設定した基準」

を「縦の方向（規制を強化する方向）」に「上積み」するものといえるので、これを「上乗せ」と表現し、そのよう

な態様からなる条例のことを一般に「上乗せ条例」と呼んでいる。 
また、法令と同一の目的による規制について、地域の実情を踏まえつつ、国の法令が規制の対象としていない事項

について規制している場合もある。このような規制態様は、いわば「法令の設定した規制の幅」を「横の方向」に広

げるものといえるので、これを「横出し」と表現し、そのような態様からなる条例のことを一般に「横出し条例」と

呼んでいる。 
「上乗せ条例」と「横出し条例」の共通点、相違点をまとめると次のようになる。 
 

 上乗せ条例 横出し条例 

共

通

点 

いずれも右のような趣旨・発

想に基づく。 

◎ 全国規模の画一的な規制にとどまらず、地域の実情を反映させるこ

とにより、規制の実効性を高めようとする趣旨。 
◎ 上記の趣旨を実現すべく、法令と同一の目的による規制について、

法令による規制に当該地方公共団体独自のプラスアルファの要素を

加えようとする発想。 
相

違

点 
「プラスアルファ」の方向性 同じ規制対象について縦方向（規制

を強化する方向）に上積みする。 横方向に幅（規制対象）を拡げる。 
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１ 循環型地域社会の形成に関する条例 

自県(圏)内処理の原則【第２章§７】 

 

 

 

 

 

 

 青  森

県

 秋  田

岩  手

 

自県（圏）内処理＝「地域で発生した産業廃棄物は、その地域で循環的に

処理する」こと 
①処理責任のある排出者による行政及び住民の目が届く範囲での適正処理 

②地域ゼロエミッションの実現 

産業廃棄物税条例：発

生抑制、リサイクル推進 

県外産業廃棄物の搬入に係る事

前協議等に関する条例：事前協議、

環境保全協力金による秩序ある搬入 

 
自圏内処理 

自県内処理 

自県（＝岩手県エリア）

循環型地域社会の形

成に関する条例：総合

的な廃棄物対策 

自圏（＝北東北三県エリア）

県外産業廃棄物＝自県（圏）

内処理へのプレッシャー 
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再生利用の促進（再生資源利用認定製品認定制度）【第３章§10～§12】 

 

１ 循環型地域社会の実現には再生資源の利用（リサイクル）が不可欠である。 
２ しかし、リサイクル製品については、コスト高や品質への不安から、需要が伸びていない

状況にある。 
３ このため、リサイクル製品の信用を高め、需用を拡大する方策が求められている。 

製品の信用度を高め、

消費・流通を促進 

リサイクル製品の推奨

一定水準の製品の認定

周 知 と 県 率 先 利 用

再 生 資 源 利 用 認 定 製 品 と エ コ 製 品 等 と の 関 係
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   再生資源利用認定製品

エ コ 製 品 

 
 

グリーン購入対象品 
行政調達 

リサイクル製品省エネ・低負荷製品 
低 

高 

認

定

基

準

等 



認定の更新、製造中止の届出について §10④、⑤ 

 

リサイクル認定製品の更新事務  

 

 

 

現 
 
 
 

行 

新たな認定申請が必要 

引き続き認定を受ける場合 

リサイクル認定製品の認定の有効期間は３年  

 

 

 

 

 

 

 

 

見
直
し
後 

 

申請者の申請事務の軽減を図るため簡素化 

認定更新申請制度の創設  

 

 

 

 

 

 

 

知事にリサイクル製品製造中止の届出の義務付け 

知事が認定を取り消しできる 

見
直
し
後 

現 
 

行 

リサイクル認定製品の製造中止の取扱い  
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優良な産業廃棄物処理業者の育成【第４章§13～§18】 

 
 
 
 
 
 

１ 循環型地域社会形成を推進するためには、産業廃棄物処理業者の担う役割は極めて重要であること。

２ 上記のため一層の産業廃棄物処理業者の優良育成が重要であること（県産業廃棄物協会と連携）。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【格付け】 

 
 
 
 
 
 

【保証金】 
１ 産業廃棄物業者の社会的信用の向上（適正処理の誓約） 
２ 事故等の緊急対策の財源の確保（公金投入回避のセーフティーネットの構築） 

岩手県 
格付、保証の基準（規程）の認可等 

 

２ センター

指定 
指導

監督 

 

１ センター

指定申請 
 

産業廃棄物処理業

者育成センター 
民 法 34 条

公益法人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩 手 県 産 業 廃 棄 物 協 会

産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 育 成 セ ン タ ー

処理業者 

要対処事案 

格付け加

点項目 

100 万円

返還 

100 万円＋

αで対処 

処理業者 

【協会の相互保証を受ける場合】

格付け加

点項目 

50 万円 
納入 

保 証 金 （ 預 か り 金 ）

50 万円＋50
万円相当労務

＋αで対処 

50 万円 
相当労務 

50 万円 
返還 

要対処事案 

100 万円

納入 
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「おそれ条項」の判断基準の明確化 §19④ 

 

産業廃棄物処理業 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管轄する都道府県知事の許可 申請者 

 
 
 
 
   施設基準   
 
   能力基準   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

許可の基準 

欠格要件 

イ ①成年被後見人、被保佐人、破産者 
  ②禁錮以上の刑で５年を経過しない者 
  ③廃棄物処理法等違反で罰金以上の刑で５年未経過 
  ④廃棄物処理法、浄化槽法の業許可取消５年を経過しない者 
  ⑤一廃処理業、産廃処理業、浄化槽清掃業の許可取消に係る聴

聞通知後、処分決定までに廃業届した者で届出日から５年を

経過しない者 
  ⑥⑤の期間内に廃業届した者について、聴聞通知日前 60 日以

内に役員又は政令使用人であった者 
  ⑦不正、不誠実な行為のおそれのある者 
ロ 暴力団員等 
ハ 未成年で法定代理人が「イ、ロ」に該当 
ニ 法人で役員又は政令使用人が「イ、ロ」に該当 
ホ 個人で政令使用人が「イ、ロ」に該当 
ヘ 暴力団員等が事業活動支配者 

欠格要件である「おそれ条

項」の判断基準の明確化 
↓ 

悪質業者を排除 
↓ 

明文化により透明性と実効

性を高める 
 

該当しないこと 
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廃棄物等の適正処理の促進（廃棄物等の適正保管）【第６章（§20）】 

 

【現行のスキーム】 

                           ＲＤＦ 建設廃材 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廃棄物 

産業廃棄物 

一般廃

棄物 

１ 有価物を偽装した不法投棄事案等でも、廃棄物との認定がないと指導等が不可能 
２ 埋設した内容についての掘削や水質検査等調査を命じる根拠が明確とは言えない 
３ 一般廃棄物か産業廃棄物か判断が困難な場合に迅速な対応が難しい 

県 

市町村 
指 導

及び命令

廃棄物

処理法 

物 

新たなスキーム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廃棄物等

一般廃棄物 

産業廃棄物 
廃棄物

処理法 
指導及び

命 令

ＲＤＦ 建設廃材 

【循環型社会形成推進基本法§２②】 
一 廃棄物 
二 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、

若しくは廃棄された物品（現に使用されているものを

除く。）又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、

エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物

の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物

品（前号に掲げる物並びに放射性物質及びこれによっ

て汚染された物を除く。） 

【廃棄物処理法§２】 
 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん

尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死

体その他の汚物又は不要物であつて、固

形状又は液状のもの（放射性物質及びこ

れによつて汚染された物を除く。）をい

う。 

廃棄物 

指導及び

命令（調査

命 令 ）新 条 例

県 

市町村 

物 

概要-１０ 



廃棄物等の保管場所への搬入一時停止命令 §20 の３ 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

排出事業者及び産業廃棄物処理業者 

※搬入停止期間は

30 日を超えない。 
Cf. 期間の延長 

岩手県 

 

報告徴収又は立入検査

 
廃棄物等？？ 

保管等が行われている土地 

搬入一時停止命令 
（及び搬入停止期間の延長）

概要-10-1 



屋外保管を行う排出事業者の記録の義務付け §20 の２ 

 
 

保管施設ごとの最大保管量を把握するとともに、保管又は処理した産業廃棄

物の日付、保管場所、種類及び量を記載し、その記録を５年間保管 

保管後 保管前 
保管場所(屋外の保管施設ごと) 

排出事業者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指導 
報告徴収の回

答等 
 
 
 
 
 

岩手県 
 

 
 
 
 
 
 

「大量保管」や「放置」等の不適正な野積み行為への対応策 

概要-10-2 



廃棄物等の適正処理の促進（建設資材廃棄物の適正処理）【第６章（§21）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   

 
発 注 者

受注者（自主施工者含） 
分別解体

等 
再 資 源

化等 
処理 

実施義務 
 

 
知  事 

（特定行政庁等）

届

出 計

画

変

更

等

命

令 

処理方法等確認【努力】

建設リサイクル法    

条例追加（横だし）事項    

費用負担 

処理も対象【努力】 

再資源化・処理事前説明

報

告

徴

収

・ 
立

入

検

査 

報

告

徴

収

・ 
立

入

検

査 

届

出 

分別解体等事前説明、再資

源化等完了報告 

計

画

変

更

等 
命

令 

助

言

・ 
勧

告

・ 
命

令 

再 資 源 化 等

助

言

・ 
勧

告

・ 
命

令 

分 別 解 体
再資源化 

申

告

・ 
措

置

請

求 

政策実現ツール：「横だし」 

１ 建設資材廃棄物が不適正処理された内容の大半（約７割） 

２ 建設リサイクル法は分別解体等の指導・監督が中心 

 

概要-11 



原状回復の確保等（排出事業者等【第７章§22】・不適正処理関与者【同§23】の責

務等） 
 
 
 
 
 
 
 
１ 排出事業者等の委託処理業者の能力確認及び処分状況実地確認義務 

エ コ 製 品

１ 現行法は排出事業者責任を前提としているが、排出事業者に求められる注意義務が明確ではない

ため、未然防止措置が手薄であること。 
２ 初動対応に有益な不適正処理を知った者等からの情報提供システムが確立していないこと。 
３ 現行法での措置命令は不適正処分者等及び排出事業者のみを対象としているため、当該者の倒産

等により原状回復等が困難になる場合があること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
排出事業者 

産業廃棄物  
中間処理業者 

収集運搬者 

最終処分 
 
業者 

収集運搬者 

処分状況

実地確認

 

産業廃棄物 
適正処理

能力確認

 

適正処理

能力確認

委託契約 

適正処理

能力確認

委託契約 

適正処理

能力確認

 

処分状況

実地確認

 
２ 不適正処理関与者の報告、適正措置義務等 
（下図は中間処理業者が不適正処理した場合を想定） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
排出事業者 

 
中間処理業者 

収集運搬者

知 事

土地提供 

不適正処理

（ 悪 意 の 場 合 ）

適 正 措 置 義 務

産業廃棄物 

報告等を理由とし

た従業員への不利

益取扱いの禁止 
（ 悪 意 の 場 合 ）

報 告 義 務

法による

措置命令

（実行者資

力等不十分）

措 置 命 令

産業廃棄物 

概要-12 



排出事業者の産業廃棄物管理責任者の配置 §22の２ 
 
 

不適正処理や不法投棄 

産業廃棄物に対する認識不足 

産業廃棄物関係法令の理解不足 

産業廃棄物を管理する担当者が不在 排出事業者 

不適正処理事案のある排出事業者等のこれまでの状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ・産業廃棄物の排出抑制、再資源化、減量

化、保管及び処理(委託処理を含む)に関する

監督 
 ・産業廃棄物に関する業務に従事する者へ

の関係法令等の指導・啓発等 

産業廃棄物管理責任者の設置 
 
建設業、製造業、電気供給業、

ガス供給業、熱供給業又は水

道業を営む事業者 

排出事業者 

業 

務 

内 

容 

排出事業者責任の

確保 

条例改正に伴う今後の排出事業者等の姿  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

概要-12-1 



事業計画策定・周辺生活環境調査実施

事前協議書書の提出

周辺住民等事前説明

知事

施設の設置、重要な変更 重要な変更以外の変更

生活環境保全上の
見地から意見聴取

意見

施設の設置、重要な変更

工事着手

重要な変更以外の変更

許可対象施設 許可対象外施設

設置・変更許可

工事着手

着手届

　施設設置・変更に関する手続きの流れ

事
前
協
議
関
連
の
手
続
き

事
前
協
議
後
の
手
続
き

事前協議対象

積替・保管
施設

産業廃棄物処理施設 　　一般廃棄物処理施設
一定規模等以
上は許可対象

適正な廃棄物処理施設等の設置等（設置等事前協議）【第８章（§24～§28）】

施設の譲り受
け、借り受け

関係市町村

審査

①住民説明未実施
②協議未了の着手

専門的知識を
有する者

勧　　　告

公　　　表 協　議　者

勧告に従わなかった
場合

通知

協議が調った場
合

開発規制法の適
用について、関
係機関に確認

概要-13



 

２ 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例 

県外産業廃棄物の搬入事前協議【§２～§４】・環境保全協力金制度【§５】 

 

 

 

１ 循環型地域社会を形成するための産業廃棄物の自県（圏）内処理の原則の実現 

２ 青森県境不法投棄事件の対象物の大半が県外産業廃棄物であったことの教訓 

県内搬入 

県外産業廃棄物 

事 前 協 議 
                    
規則で定める処理方法

等の基準に適合するも

の（再生利用等の目的）

 
  左以外のもの 
 

 行政契約の締結 契約申出 【契約内容】 

環境保全協力金 

搬入中止、変更等

の勧告⇒違反時

は公表 
左記以外のもの 

搬 入 実績報告 

環境保全協力金納付 

環境保全協力金の目安 

① 最終処分  500 円/ﾄﾝ程度 

② 中間処理  200 円/ﾄﾝ程度 

③ ﾘｻｲｸﾙ    50 円/ﾄﾝ程度 

本県原則適用

分（青森、秋田か

らの搬入を除く）
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県外産業廃棄物処理状況の報告及び県外産業廃棄物の処理状況の公表 §4の 2 

 

 

 

 青  森

県

 秋  田

岩  手

県外排出事業者 

県外排出事業者 

岩手県 

報告 

公表 

県は産業廃棄物処理実績

（県外産廃処理実績含

む。）及び県外産業廃棄物

搬入実績をホームページ

で公表。 

報告 

報告 

報告 

県内産廃処理施設 

県外排出事業者  
 
 
 
・施設の周辺住民をはじめ県民が県外産業廃棄物の処理状況を確認。 
・排出元と処理先の両方のデータから適正処理を確認することができ、秩序ある搬入に資する。
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産業廃棄物税と環境保全協力金の関係 
 
 
 
 
 
 
 
 

県外 

中間処理施設（ﾘｻｲｸﾙ関連施設含む）

税 １０００円／ｔ 税 １０００円／ｔ

非課税  

県内で発生する産業廃棄物 

最 終 処 分 場 

県内 

中間処理施設 リサイクル 
関 連 施 設 

税1000
円/ｔ 

協 力 金

500 円/ｔ
(最終処分)

協力金 200 円/ｔ
(中間処理) 

協力金50円/ｔ
(リサイクル) 

本県原則

適用分 

税 １０００円／ｔ 

県外で発生する産業廃棄物 

 概要-１５ 

※ 北東北三県間県外搬入の状況を可能な限り揃えるため、青森県、秋田県の両県に限り、

再生目的以外の搬入も認めることから、その範囲内で 500 円/ｔ（最終処分）及び 200 円/
ｔ（中間処理）の環境保全協力金も適用となること。 



産業廃棄物税及び環境保全協力金の使途 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産業廃棄物税 

年間約８千万円 

使途１  

環境産業育成のための補助等  

＝循環型地域社会形成推進事業 

使途２  

公共関与処理施設整備への準備  

使途１控除後の産廃税及び協力金

残額は環境保全基金に積み立て 

県内排出事業者 県外排出事業者 

環境保全協力金 

年間約２千万円 

一般財源 

環境保全協力

金相当額 

概要-16 



県民、土地所有者等の責務 §6② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不法投棄等の不適正処理 

岩手県 
（市町村、警察、国） 

 

発見 

通報 

 
土 地 

通報 

必
要
な
措
置 

発
見 

土地所有者等 

県 民 
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県外産業廃棄物の搬入事前協議に係る搬入期間の延長のイメージ図 

 
 

 
 

 

 青  森

県

 秋  田

岩  手

県外排出事業者 

※処分を☆☆☆格付け

事業者に委託し、か

つ、収集運搬を格付け

事業者（☆、☆☆、☆

☆☆）又は環境省の優

良性評価制度の認定

を受けた事業者に委

託する場合⇒４年間 

処分を委託する県内産業廃棄物処理業者の

格付け（優良性）に応じて県外搬入事前協議

の協議期間を延長 
ﾗﾝｸ区分 県外搬入事前協議延長の期間 
☆☆☆ 3年以内 
☆☆  
☆   2年以内 
なし 延長なし 

 

県外排出事業者 

県内産廃処理施設 

県外排出事業者 

県外排出事業者が格付認定業者を利用し、翌年度以降も同様の内容で継続して搬入

する場合、搬入期間を延長⇒優良事業者育成へのインセンティブ付与 

イメージ-１ 



産業廃棄物処理を他人に委託する場合の注意義務の明確化 
 

注意義務違反のある排出事業者等に対する措置命令の要件が明確にされていない 

条例改正前  

 

 

 

 

 

 

 

中間処理後に生じる産業廃棄物の最終処分に至る処理が確実に行われること

中間処理委託先と最終処分業者との委託契約の確認、最終処分場の実地確認

委託処理施設の現況、処理能力、処理実績、残余容量などを確認 

中間処理を委託する場合 

排出事業者 

条例改正後  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ-２ 



住民理解の醸成に資する施策の導入のイメージ図  廃棄物処理施設等を設置(変更)し、産業廃棄物処理業を行う場合の事務の流れ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住民等への事前説明 

事前協議書提出 

関係機関へ照会 

協議者へ意見通知 

意見への対応回答 

協議結果通知 

【許可対象施設】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生活環境調査 

施設設置(変更)許可申請 

焼却施設、最終処分

場の場合 
 

告示縦覧 
 

市町村長の意見 
 

専門家の意見 
 

審査 
 

許可 
 

施設設置 

使用前検査申請 

現地調査 

使用前検査確認通知 

焼却施設、最終処分

場以外の場合 
 
 
 
 
 
 
 

審査 
 

許可 
 

施設設置 

【許可対象外施設】 
 
 
 
 
 
 

設置工事 

工事完了 

営業 

 
営業許可申請 

収集運搬業(積替、保管施設を除く)の場合

処
理
施
設
設
置
許
可
申
請
等(

廃
棄
物
処
理
法
に
よ
る
手
続) 

(

循
環
型
地
域
社
会
の
形
成
に
関
す
る
条
例
に
よ
る
手
続) 

廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
事
前
協
議 

営業許可 

欠格要件等審査 

施設検査 

施
設
設
置
（
変
更
）
等
の
計
画
策
定 

建築基準法などの開発規制法等の適用について、 
関係機関に照会 

１ 事故防止対策の導入 

住民不安の解消方策 

営
業
許
可
申
請
等(

廃
棄
物
処
理
法
に
よ
る
手
続) 

２ 住民等への施設運営状況説明の実施 

イメージ-３ 



新処理技術における安全性に関する実証試験データ提出の義務付けのイメージ図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実証試験結果

データの提出 

実証試験の結果データの作成 

迅速・適切

な審査 

新しい処理技術 

これまでお手上げ状態 

産業廃棄物処理業者及び廃棄物処理施設の設置者 

岩手県 

 

今後データ把握が容易 

新しい処理技術を用いた処理施設設置の事前協議の適切な審査の確保 

イメージ-４



準多量排出事業者制度の導入のイメージ図 
 

制度の趣旨：廃棄物を多量に排出する事業所に対し、処理計画の策定と実施状

況の報告を求めることにより自主的な発生抑制等を促進 
 
 
 
 
《従来》 

17%

83%

 
 
 
《導入後》 

準多量排出事業者制度の導入 
500ｔ以上の排出者に処理計画と計
画実施状況報告の提出を義務付け 

カバー率の

低さが課題 

国全体の場合、多量排

出者制度により、発生

量の 60％以上をカバ

ーすることを想定。 

多量排出者分

（396 千ｔ） 
全発生量の２

割もカバーで

きない 

岩手県 Ｈ15 年度 
総発生量 2,286 千ｔ 

 

60%

40%

全発生量の

60％以上を

カバー 
○多量排出者と同様に、

実績報告書、廃

計画書・報告書を公表

（１年間公衆の縦覧に

付す）。 
○廃棄物

棄物管理票交付等状況

報告書などを基に準多

量排出者を適切に把握

し、制度を運用 

イメージ-５ 




